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同上

特殊な車両の通行許可(車両制限令)に違反する事業者への措置命令

道路を通行する車両の幅、長さ等の車両諸元の最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないとさ
れています。道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、無許可での走行や許可した通行条件に違反
しての走行が認められた場合、警告・措置命令や是正指導を行い、是正指導応じない場合又は是正指導後に
改善状況が確認されない場合は、違法通行者の氏名又は名称、事務所の位置、是正指導を行った年月日、是
正指導の内容、違反内容、主な違反条項を公表、許可の取り消し、告発を行う。

道路法第47条の14

車両制限令に準じるもの。
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